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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一の撮影手段を備え、複数の動作オプションが設定されている自動写真撮影
装置と、サーバと、利用者端末とを備える自動写真撮影システムであって、
　前記利用者端末は、
　前記複数の動作オプションから利用者の希望する動作オプションの選択を利用者端末上
で行うことを許容する第１の動作オプション選択手段と、
　利用者を特定する利用者情報とともに、選択された動作オプションを特定する情報を前
記利用者端末から前記サーバに対して送信する第１の選択情報通信手段と、
　利用者情報とともに、自動写真撮影装置を特定する装置情報を前記サーバに送信する装
置情報通信手段と
を備え、
　前記サーバは、
　前記第１の選択情報通信手段により送信された利用者情報と関連付けて、前記選択され
た動作オプションを記録する選択情報記録手段と、
　前記装置情報通信手段により送信された利用者情報に基づいて、前記選択情報記録手段
によって記録された、当該利用者情報と関連付けられた動作オプションを抽出し、前記装
置情報により特定される自動写真撮影装置に送信し、前記自動写真撮影装置に前記動作オ
プションに従った撮影セッションを自動的に開始させる第２の選択情報通信手段と
を備えることを特徴とする自動写真撮影システム。
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【請求項２】
　前記第１の動作オプション選択手段が、動作オプションの内容についての案内を前記利
用者端末に表示する機能を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の自動写真撮影シ
ステム。
【請求項３】
　前記選択情報記録手段に記録された情報に基づいて、過去に選択された動作オプション
についての統計処理を実行する統計処理実行手段と、当該統計処理実行手段の処理結果を
前記利用者端末に送信する統計処理結果通信手段とを更に備えることを特徴とする請求項
１～２のいずれか一項に記載の自動写真撮影システム。
【請求項４】
　前記選択情報記録手段に記録された情報に基づいて、各利用者が選択した動作オプショ
ンに関する履歴情報を前記利用者端末に送信する履歴情報通信手段を更に備えることを特
徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の自動写真撮影システム。
【請求項５】
　前記サーバが、少なくとも動作オプションの種類と関連付けられた２次情報を記録する
２次情報記録手段を更に備え、
　前記第１の選択情報通信手段により受信した動作オプションに基づいて、当該動作オプ
ションに関連付けられた２次情報を抽出し、利用者端末に送信する２次情報通信手段を更
に備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の自動写真撮影システム。
【請求項６】
　前記自動写真撮影装置は、予め準備された複数の動作オプションから利用者の希望する
動作オプションの選択を当該自動写真撮影装置上で行うことを許容する第２の動作オプシ
ョン選択手段を備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の自動写真撮
影システム。
【請求項７】
　前記複数の動作オプションに対応して、自動写真撮影装置に複数の撮影プログラムが設
定されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の自動写真撮影システ
ム。
【請求項８】
　前記自動写真撮影装置は照明手段及び音響手段を更に備え、前記撮影プログラムに従っ
て、前記照明手段、及び音響手段の制御が行われることを特徴とする請求項７に記載の自
動写真撮影システム。
【請求項９】
　前記複数の動作オプションに対応して、自動写真撮影装置に複数の印刷レイアウトが設
定されていることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の自動写真撮影システ
ム。
【請求項１０】
　前記自動写真撮影装置は印刷手段を更に備え、前記印刷レイアウトに従って撮影画像の
印刷が行われることを特徴とする請求項９に記載の自動写真撮影システム。
【請求項１１】
　前記装置情報通信手段は、利用者端末からサーバに宛てて送信を行うものであり、当該
送信においては、利用者端末が備える第１のメモリ手段に記録された利用者情報が、装置
情報とともに送信されることを特徴とする請求項１または請求項２～１０のいずれか一項
に記載の自動写真撮影システム。
【請求項１２】
　前記装置情報通信手段は、自動写真撮影装置からサーバに宛てて送信を行うものであり
、当該送信においては、自動写真撮影装置が備える第２のメモリ手段に記録された装置情
報が、利用者情報とともに送信されることを特徴とする請求項１または請求項２～１０の
いずれか一項に記載の自動写真撮影システム。
【請求項１３】
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　前記利用者端末が複数の数字入力キーを備え、前記利用者情報及び装置情報がそれぞれ
利用者端末及び自動写真撮影装置に固有の数字列で構成されており、前記装置情報通信手
段は、前記数字入力キーより入力された利用者情報または装置情報を送信することを特徴
とする請求項１または請求項２～１２のいずれか一項に記載の自動写真撮影システム。
【請求項１４】
　前記利用者端末が携帯通信端末であることを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項
に記載の自動写真撮影システム。
【請求項１５】
　少なくとも前記携帯通信端末と前記サーバを接続する通信網が、発番号通知機能を備え
ることを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の自動写真撮影システム。
【請求項１６】
　少なくとも一の撮影手段を備え、複数の動作オプションが設定されている自動写真撮影
装置と、サーバと、利用者端末とを備える自動写真撮影システムを動作させるためのプロ
グラムであって、
　前記利用者端末では、
　前記複数の動作オプションから利用者の希望する動作オプションの選択を利用者端末上
で行うことを許容するための第１の動作オプション設定制御と、
　利用者を特定する利用者情報とともに、選択された動作オプションを特定する情報を前
記利用者端末から前記サーバに対して送信するための第１の設定情報通信制御と、
　利用者情報とともに、自動写真撮影装置を特定する装置情報を前記サーバに送信するた
めの装置情報通信制御と
を実行し、
　前記サーバ上では、
　前記第１の選択情報通信制御により送信された利用者情報と関連付けて、前記選択され
た動作オプションを記録するための選択情報記録制御と、
　前記装置情報通信制御により送信された利用者情報に基づいて、前記選択情報記録制御
によって記録された、当該利用者情報と関連付けられた動作オプションを抽出し、前記装
置情報により特定される自動写真撮影装置に送信し、前記自動写真撮影装置に前記動作オ
プションに従った撮影セッションを自動的に開始させる第２の選択情報通信制御とを実行
するよう構成されたことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動写真撮影装置の１プレイあたりの稼働時間を短縮して稼働回転率を向上さ
せることができる自動写真撮影システムに関し、より詳しくは、サーバ、自動写真撮影装
置、及び利用者端末を備えて構成され、自動写真撮影装置の動作設定を利用者端末から指
定することを可能とした自動写真撮影システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、撮影ブース内の被写体をブース内に向けて設置されたＣＣＤカメラなどの撮影
手段により撮影する自動写真撮影装置においては、撮影におけるアミューズメント性を高
めるための様々な工夫がなされている。
【０００３】
例えば、一連の写真撮影（撮影セッション）をプログラム制御で自動的に進行させるとと
もに、ＲＧＢライトやスポットライトなどの各種照明手段を用いた視覚的な演出や、バッ
クミュージックや案内音声などの音響手段を用いた音響的な演出を、撮影セッションの進
行に合わせて制御、実行することで、より楽しい雰囲気で写真撮影を行うことができる自
動写真撮影装置が知られている。
【０００４】
このような自動写真撮影装置においては、写真撮影をより魅力的なものとするために、そ
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れぞれ演出効果が異なる撮影セッションを実行できるプログラムを複数準備し、利用者が
選択したプログラムに従って撮影セッションが実行できるように構成したり、更には、多
様な特性、性格が付与されたキャラクタを各撮影セッションと対応づけて設定し、各撮影
セッションにおいては、利用者が選択したキャラクタの特性、性格を反映した演出効果が
実行されるようなプログラム制御を行うことで、あたかも選択されたキャラクタがカメラ
マンとなって撮影を行っているかのような印象を利用者に与えつつ撮影セッションを進行
させるよう構成することが行われている。
【０００５】
また、装置のアミューズメント性を更に高めるために、撮影された画像に対する編集を可
能としたり、印刷する画像のレイアウトを利用者の希望に基づいて選択することを可能と
するなどの工夫がなされた自動写真撮影装置も開発されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のように撮影セッションやレイアウトなどの動作オプションの選択や
画像編集などの入力を利用者が行いうるように構成された自動写真撮影装置においては、
これらの選択や入力のために一定の時間が必要となり、１プレイ当たりの装置の稼働時間
が長時間化するという問題がある。
【０００７】
例えば、利用者が撮影セッションの選択を行うためには、各撮影セッションにおいてどの
ようなキャラクタが登場し、或いは、どのような演出効果が提供されるものかを理解する
ことが必要である。
【０００８】
このため、撮影装置の筐体表面や撮影装置が備える表示装置において、各動作オプション
の案内を表示することが行われているが、利用者がこのような案内を理解して自分の嗜好
に合う動作オプションを選択するには、相当程度の時間が必要と考えられる。
【０００９】
特に、近年の自動写真撮影装置では、利用者に飽きを感じさせることを防止するために、
選択可能な動作オプションの数が増加される傾向にあり、このため、動作オプションの選
択に必要な時間も長時間化する傾向にあり、例えば、現在遊戯施設等に設置される自動写
真撮影装置の１プレイ当たりの実稼働時間が４分程度であるのに対して、動作オプション
の選択等のために、実稼働時間の半分に当たる約２分程度が割り当てられているのが実状
である。
【００１０】
装置の稼働時間が長時間化すれば、装置の回転率が低下することとなるのは勿論のこと、
装置の利用者においても、待ち時間が長時間化し、或いは、次の利用者に気を使うがため
に、動作オプションの選択などを落ち着いて行うことができなくなり、このために、装置
により提供されるべき楽しい雰囲気が損なわれるなどの問題を生じている。
【００１１】
また従来の自動写真撮影装置においては、上述のように、装置の回転率を一定以上とする
ためには、利用者が動作オプションの選択を行うことができる時間を制限することが必要
であるため、せっかく魅力的な各種動作オプションを多数準備しても、その内容が利用者
に十分周知されていないという問題も生じていた。
【００１２】
このため、利用者が自動写真撮影装置を使用して行う各種動作オプションの選択に要する
時間を短縮することで装置の回転率の向上と、利用者の待ち時間の削減を実現し、また、
選択可能な動作オプションの内容の利用者への告知を十分に行うことができるシステムの
開発が望まれていた。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、かかる問題に鑑みてなされたものであり、少なくとも一の撮影手段を備え、複
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数の動作オプションが設定されている自動写真撮影装置と、サーバと、利用者端末とを備
える自動写真撮影システムであって、前記複数の動作オプションから利用者の希望する動
作オプションの選択を利用者端末上で行うことを許容する第１の動作オプション選択手段
と、利用者を特定する利用者情報とともに、選択された動作オプションを特定する情報を
前記利用者端末から前記サーバに対して送信する第１の選択情報通信手段と、前記第１の
選択情報通信手段により送信された利用者情報と関連付けて、前記選択された動作オプシ
ョンを記録する選択情報記録手段と、利用者情報とともに、自動写真撮影装置を特定する
装置情報を前記サーバに送信する装置情報通信手段と、前記装置情報通信手段により送信
された利用者情報に基づいて、当該利用者情報と関連付けられた動作オプションを抽出し
、前記装置情報により特定される自動写真撮影装置に送信する第２の選択情報通信手段と
を備えることを特徴とする自動写真撮影システムである。
【００１４】
本発明によれば、自動写真撮影装置の稼働に際して、利用者が利用者端末を使用して予め
選択した動作オプションが第２の選択情報通信手段により自動写真撮影装置に送信され、
送信された動作オプションに基づいて自動写真撮影装置を動作させることが可能となる。
【００１５】
従って、動作オプションの選択のために利用者が自動写真撮影装置を占有する時間を短縮
することが可能となり、装置の稼働率の向上、利用者の待ち時間の短縮が達成される。ま
た、動作オプションの選択は、利用者自身が所有する利用者端末を使用して行われるため
、利用者は次の利用者に気を使うことなく十分な時間を掛けて動作オプションの選択を行
うことが可能となる。
【００１６】
また本願第２の発明は、少なくとも一の撮影手段を備え、複数の動作オプションが設定さ
れている自動写真撮影装置と、サーバと、利用者端末とを備える自動写真撮影システムで
あって、前記複数の動作オプションから利用者の希望する動作オプションの選択を利用者
端末上で行うことを許容する第１の動作オプション選択手段と、利用者を特定する利用者
情報とともに、選択された動作オプションを特定する情報を前記利用者端末から前記サー
バに対して送信する第１の選択情報通信手段と、前記第１の選択情報通信手段により送信
された利用者情報と関連付けて、前記選択された動作オプションを記録する選択情報記録
手段と、選択された動作オプションを指定するコード情報を前記サーバから前記利用者端
末に送信するコード情報通信手段と、前記コード情報を前記自動写真撮影装置に入力する
コード情報入力手段とを備えることを特徴とする自動写真撮影システムである。
【００１７】
本願第２の発明も、上記と同様に、装置の稼働率の向上、利用者の待ち時間の短縮などの
効果を達成することができる。
【００１８】
また本願第３の発明は、前記コード情報が前記利用者端末にバーコード画像を表示させる
ための画像情報であり、前記自動写真撮影装置が、前記利用者端末に表示されるバーコー
ド画像を読み取るバーコードリーダーを更に備えることを特徴とする自動写真撮影システ
ムである。
【００１９】
本願第３の発明によれば、自動写真撮影装置に対する選択された動作オプションの指定が
簡略化され、利用者の利便性を向上することが可能となる。
【００２０】
また本願第４の発明は、上記各発明において、前記第１の動作オプション選択手段が、動
作オプションの内容についての案内を前記利用者端末に表示する機能を更に備えることを
特徴とする自動写真撮影システムである。
【００２１】
かかる発明によれば、自動写真撮影手段が備える動作オプションの内容を、利用者は自身
が所有する利用者端末を使用して、十分な時間を掛けて理解することが可能となり、装置
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の魅力を十分に利用者に対して告知することが可能となる。
【００２２】
また本願第５の発明は、上記各発明において、前記選択情報記録手段に記録された情報に
基づいて、過去に選択された動作オプションについての統計処理を実行する統計処理実行
手段と、当該統計処理実行手段の処理結果を前記利用者端末に送信する統計処理結果通信
手段とを更に備えることを特徴とする自動写真撮影システムである。
【００２３】
かかる発明によれば、利用者に対して各動作オプションの人気度等の情報を告知すること
が可能となり、利用者は人気度の高い動作オプションから順に選択のオプション内容を検
討することが可能になるなど、利用者による動作オプションの選択の便宜性を高めること
が可能となる。
【００２４】
また本願第６の発明は、上記各発明において、前記選択情報記録手段に記録された情報に
基づいて、各利用者が選択した動作オプションに関する履歴情報を前記利用者端末に送信
する履歴情報通信手段を更に備えることを特徴とする自動写真撮影システムである。
【００２５】
かかる発明によれば、利用者に対して当該利用者の過去の利用履歴を告知することが可能
となり、利用者は過去に利用したことがない動作オプションを優先的に検討することが可
能になるなど、利用者による動作オプション選択の便宜性を高めることが可能となる。
【００２６】
また本願第７の発明は、上記各発明において、前記サーバが、少なくとも動作オプション
の種類と関連付けられた２次情報を記録する２次情報記録手段を更に備え、前記第１の選
択情報通信手段により受信した動作オプションに基づいて、当該動作オプションに関連付
けられた２次情報を抽出し、利用者端末に送信する２次情報通信手段を更に備えることを
特徴とする自動写真撮影システムである。
【００２７】
かかる発明は、例えば占いや性格判断など、利用者の興味を引き得る２次情報を、選択さ
れた動作オプションに応じて利用者端末に送信するものであり、利用者に対して本発明に
係る自動写真撮影システムの利用の動機付けを与えることが可能となる。
【００２８】
また本願第８の発明は、上記各発明において、前記自動写真撮影装置は、予め準備された
複数の動作オプションから利用者の希望する動作オプションの選択を当該自動写真撮影装
置上で行うことを許容する第２の動作オプション選択手段を備えることを特徴とする自動
写真撮影システムである。
【００２９】
かかる発明によれば、動作オプションの選択を、利用者端末を使用して行うか、自動写真
撮影装置を用いて行うかの選択肢が利用者に与えられることとなり、利用者端末による動
作オプションの選択を希望しない利用者をも顧客として取り込むことが可能となり、装置
の利用度を一層高めることが可能となる。
【００３０】
なお、かかる本発明においては、利用者端末を使用して動作オプションの選択を行った利
用者に対しては、自動写真撮影装置の利用料金を低めに設定したり、撮影、或いは印刷で
きる画像数を増加させるなどにより、利用者端末を使用して動作オプションを選択するこ
とに対するインセンティブを与えることも可能であり、これにより、装置の稼働時間を実
質的に短縮するも可能である。
【００３１】
また本願第９の発明は、前記複数の動作オプションに対応して、自動写真撮影装置に複数
の撮影プログラムが設定されていることを特徴とし、本願第１０の発明は、前記自動写真
撮影装置は照明手段及び音響手段を更に備え、前記撮影プログラムに従って、前記照明手
段、及び音響手段の制御が行われることを特徴とする。
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【００３２】
かかる発明によれば、自動写真撮影装置において実行される撮影プログラム、特に、照明
手段、音響手段を制御して撮影セッションを進行させるプログラムなどのように、利用者
によるその内容理解に長時間を要する動作オプションの選択を、利用者端末から行うこと
が可能となるために、上記した本願各発明の効果を一層高めることが可能となる。
【００３３】
また本願第１１の発明は、前記複数の動作オプションに対応して、自動写真撮影装置に複
数の印刷レイアウトが設定されていることを特徴とし、本願第１２の発明は、前記自動写
真撮影装置は印刷手段を更に備え、前記印刷レイアウトに従って撮影画像の印刷が行われ
ることを特徴とする。
【００３４】
かかる発明によれば、利用者による内容の理解に長時間を要する印刷レイアウトのオプシ
ョン選択を、利用者端末から行うことを可能となり、またかかる選択に基づく印刷を行う
ことが可能となるために、上記した本願各発明の効果を一層高めることが可能となる。
【００３５】
また本願第１３の発明は、前記装置情報通信手段は、利用者端末からサーバに宛てて送信
を行うものであり、当該送信においては、利用者端末が備える第１のメモリ手段に記録さ
れた利用者情報が、装置情報とともに送信されることを特徴とする。
【００３６】
かかる発明によれば、利用者情報は利用者による入力を介することなく送信されるため、
利用者に与える煩雑、負担を軽減することが可能である。
【００３７】
また本願第１４の発明は、前記装置情報通信手段は、自動写真撮影装置からサーバに宛て
て送信を行うものであり、当該送信においては、自動写真撮影装置が備える第２のメモリ
手段に記録された装置情報が、利用者情報とともに送信されることを特徴とする。
【００３８】
かかる発明によれば、装置情報は利用者による入力を介することなく送信されるため、利
用者に与える煩雑、負担を軽減することが可能である。
【００３９】
また本願第１５の発明は、前記利用者端末が複数の数字入力キーを備え、前記利用者情報
及び装置情報がそれぞれ利用者端末及び自動写真撮影装置に固有の数字列で構成されてお
り、前記装置情報通信手段は、前記数字入力キーより入力された利用者情報または装置情
報を送信することを特徴とする。
【００４０】
かかる発明によれば、利用者情報、装置情報の入力が簡便化されるという利点に加えて、
サーバ等におけるデータ処理プロセスが簡略化され、システム構成の簡略化、低価格化を
図ることが可能となる。
【００４１】
また本願第１６の発明は、前記利用者端末が携帯通信端末であることを特徴とし、かかる
発明により、利用者は任意の場所において動作オプションの選択を行うことが可能となり
、利用者の利便性を向上させることができる。
【００４２】
また本願第１７の発明は、少なくとも前記携帯通信端末と前記サーバを接続する通信網が
、発番号通知機能を備えることを特徴とし、かかる発明によれば、利用者情報は発番号通
知機能により自動的に送信されることとなるため、利用者の利便性を一層向上させること
が可能である。
【００４３】
なお、上記本願各発明は、自動写真撮影システムとして構成される他、当該システムを実
行するためのプログラムとして構成することができ、また、当該プログラムにおける各制
御により実行される各ステップを備える方法として構成することも可能である。
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【００４４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を、添付の図面を参照して説明する。
【００４５】
図１は、本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムの概念説明図である。
【００４６】
図示されるように自動写真撮影システム１は、自動写真撮影装置２０、サーバ６０、利用
者端末である携帯電話端末７０を備えて構成され、サーバ６０と自動写真撮影装置２０は
ＷＡＮネットワーク２を介して、及びサーバ６０と携帯電話端末７０は移動体通信網３を
介してそれぞれ通信可能に接続されている。
【００４７】
図２は、本実施形態に係る自動写真撮影システムに使用される代表的な自動写真撮影装置
２０の構成を示す斜視説明図であり、図３は、同自動写真撮影装置のシステム構成図であ
る。
【００４８】
図示されるように、自動写真撮影装置２０は、筐体２１の正面中央部にＣＣＤカメラ２２
と、該カメラに隣接しカメラにより撮影した映像をリアルタイムで表示する液晶ディスプ
レイ２３と備えており、カメラ２２とディスプレイ２３は、図示されない駆動機構により
上下に移動できるマウント上に搭載されている。また、撮影フレームを縦横で変更できる
ように、カメラ２２は横位置と縦位置との間でも移動できるように構成されている。
【００４９】
カメラ２２及びディスプレイ２３を搭載するマウント下方には、撮影セッションにおける
撮影モードや、撮影された画像に対するらくがき等の編集入力を行うためのタッチパネル
式モニタ２４とタッチペン２５のセットが設けられている。
【００５０】
筐体２１の上部には更に、撮影の際、撮影ブース内の利用者に適切な照明を照射するため
の照明装置２６、利用者に対する案内やインストラクション、或いはバックミュージック
を再生するためのスピーカ２７、利用料金を受け入れるためのコイン投入口２８が設けら
れ、また筐体２１の側面には、正面のタッチパネル式モニタ２４とは別に、撮影された画
像のレイアウトを表示し、レイアウトの編集入力を行うためのタッチパネル式モニタ２９
とタッチペン３０のセットが設けられ、更にその下には、印刷された写真シールを排出す
る写真シール排出口３１が備えられている。
【００５１】
また、筐体２１の内部には、図３に示される制御装置３２が設置されている。
【００５２】
制御装置３２は、バス３３により相互に接続されるＣＰＵ３４、ＣＰＵを制御する基本プ
ログラムを格納するＲＯＭ３５、ＣＰＵ３４の作業用データや、一時データを記録するＲ
ＡＭ３６、及び、インターフェース（Ｉ／Ｆ）３７を備えている。
【００５３】
インターフェース３７にはハードディスク３８、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３９に加え、ＣＣ
Ｄカメラ２２、液晶ディスプレイ２３、ＣＣＤカメラ２２の上下動や縦横位置を制御する
のためのカメラ駆動装置４０、更には、タッチパネル式モニタ２４、２９とタッチペン２
５、３０、照明装置２６、スピーカ２７を制御するための照明制御装置４１、音響制御装
置４２、コイン処理部４３、プリンタ４４通信ポート４５などの外部機器が接続されてお
り、ＣＰＵ３４とこれら各機器との間における信号の授受が可能とされている。
【００５４】
なお、ＣＤ－ＲＯＭ３９は、自動写真撮影装置の動作を制御する各種のプログラムが記録
され、ハードディスク３８は、ＣＤ－ＲＯＭ３９から読み込まれたプログラムや、撮影や
被写体画像の編集に供される種々のデータを格納している。
【００５５】
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タッチパネル式モニタ２４、２９は透明なタッチパネルをＣＲＴモニタ画面上に積層した
ものであり、モニタ画面上に表示された画像に応じてタッチペン２５、３０の先端をタッ
チパネル表面に接触させることにより、種々の入力を可能とするものである。
【００５６】
また、自動写真撮影装置２０は、通信ポート４５を介してＷＡＮネットワーク２と接続さ
れ、サーバ６０との間で情報通信を行うことが可能である。
【００５７】
図４は、サーバ６０のシステム構成図であり、サーバ６０は、情報処理部６１、通信ポー
ト６２、システム記録部６３、利用者データ記録部６４、統計データ記録部６５、２次デ
ータ記録部６６を備えて構成されている。
【００５８】
情報処理部６１は、サーバを構成する各システム６２～６６の制御を行うとともに、利用
者データについての統計処理、受信した動作オプションに対応する２次データの抽出など
の各種計算処理を行うものである。
【００５９】
また通信ポート６２は、情報処理部６１と自動写真撮影装置２０及び携帯電話端末７０と
の情報通信を制御し、システム記録部６３は、情報処理部６１における各種処理を実施す
るためのプログラムや、動作オプションの説明など、携帯電話端末７０に対して送信され
る各種コンテンツを格納し、利用者データ記録部６４は、携帯電話端末７０から受信した
動作オプションを特定する情報を利用者情報とともに格納し、統計データ記録部６５は、
利用者データ記録部６４に記録されるデータに関する統計値を格納し、２次データ記録部
６６は、占いや性格判断などの２次データを動作オプションと関連付けて格納するもので
ある。
【００６０】
図５は、本実施形態に係る自動写真撮影システムに使用される代表的な携帯電話端末７０
の構成を示す斜視説明図である。
【００６１】
図示されるように携帯電話端末７０は、情報表示のための液晶モニタ７１を備えるととも
に、操作面上には、液晶モニタ７１上のカーソル移動を行う上下左右方向のスクロールボ
タン７２、液晶モニタ７１に表示される情報を選択するための選択ボタン７３、クリアボ
タン７４、及び、機能設定ボタン７５、７６、通信開始ボタン７７、切断ボタン７８、及
び英数文字入力ボタン７９が設けられている。
【００６２】
また携帯電話端末７０は、更に、受話送話口８０、８１、送信アンテナ８２を備え、その
筐体内部には、移動体通信網３を介する情報通信、及び携帯電話端末７０内における情報
処理を行うためのＣＰＵ及びメモリを備えて構成されている。
【００６３】
本実施形態に係る自動写真撮影システムは、図６に示すフローチャートに従って実行され
る。
【００６４】
まず、利用者は、操作端末として携帯電話端末７０と自動写真撮影装置２０の何れを使用
するかの選択を行う（ステップＳ１）。
【００６５】
携帯電話端末７０を使用する場合には、以下詳述するように、動作オプションの選択（ス
テップＳ２）、選択情報の通信（ステップＳ３）、選択情報の処理（ステップＳ４）、装
置情報の通信（ステップＳ５）、動作オプションの指定（ステップＳ６）の各ステップが
実行された後、自動写真撮影装置による写真撮影が実行される（ステップＳ７）。
【００６６】
一方、操作端末として自動写真撮影装置２０を使用する場合には、自動写真撮影装置上で
動作オプションの選択等を行いつつ写真撮影が実行される（ステップＳ８）。
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【００６７】
以下、上記各ステップＳ２～Ｓ８の具体的な実行方法につき説明する。
【００６８】
まず、図７～８を使用して、動作オプション選択（ステップＳ２）の一例として、自動写
真撮影装置２０において実行されるべき撮影セッションの選択を、携帯電話端末７０を使
用して実施する方法につき説明する。
【００６９】
　撮影セッションの選択を希望する利用者は、まず、自身が所有する携帯電話端末７０を
使用して、サーバ６０が設営するｉ－モード（登録商標、以下同じ。）サイトに接続する
ことで、メニュー画面（図７）を携帯電話端末７０の液晶モニタ７１上に表示させる。な
お、図７～８に示す画面上の各情報は、サーバ６０から移動体通信網を介したパケット通
信により送信されるものである。
【００７０】
図７に示す画面においては、画面上に表示される選択肢を、携帯電話端末のスクロールボ
タン７２、選択ボタン７３等を使用して指定することにより、それぞれの選択肢に対応す
るサービスや情報の提供を受けることができる。
【００７１】
即ち、スクロールボタン７２を操作することにより希望する選択肢上にカーソルを移動さ
せ（図７（ａ））、選択ボタン７３により選択肢をホールドした状態でカーソルを画面下
の「決定」の表示に移動させ（図７（ｂ））、その状態で再度選択ボタン７３を操作する
ことでホールドした選択肢の選択を実行することができる。なお、サーバ６０との接続の
切断を希望する場合は、画面下の「終了」の表示にカーソルを合わせて選択ボタン７３を
操作すれば良い。
【００７２】
図８は、図７に示すメニュー画面において、「撮影セッションの選択」が選択された場合
に表示されることとなる撮影セッション選択画面であり、同画面において、キャラクタ名
、曲名、舞台により簡略に表現された各撮影セッションのリストが表示されている。
【００７３】
撮影セッション選択画面における操作は、メニュー画面における操作と実質的に同一であ
り、スクロールボタン７２と選択ボタン７３により選択肢上をホールドし、カーソルを画
面下の「決定」の表示に移動させて再度選択ボタン７３を操作することにより撮影セッシ
ョンの選択が行われ、カーソルを「クリア」の表示に移動して選択ボタン７３を操作すれ
ば、選択肢のホールドが解除されてホールドのやり直しを行うことができる。
【００７４】
また同様にして、いずれかの選択肢をホールドした状態でカーソルを画面下の「説明」の
表示に移動させ、その状態で選択ボタン７３を操作することにより、各選択肢のより詳し
い情報を説明する撮影セッション選択画面を表示させることができる。
【００７５】
図９（ａ）は、上記操作により携帯電話端末７０の液晶モニタ７１に表示される撮影セッ
ション説明画面の一例である。図９（ａ）では、キャラクタのイメージ画像とともに、「
憲兵くん／５４才／独身」のようなキャラクタ説明や、「全員整列！！／最敬礼で君が代
斉唱！」のようなキャラクタのセリフが吹き出しとして表示されるとともに、「憲兵くん
のひとりごとを読む」のような選択肢が表示されており、例えば、この選択肢にカーソル
を移動させて選択ボタン７３を操作することにより、キャラクタの特性、性格がより詳細
に理解できる案内を液晶モニタ７１上に表示するものとすることができる。また、カーソ
ル及び選択ボタン７３により画面左右に表示される矢印記号を操作することで、前後のキ
ャラクタにより代表される選択オプションについての情報を表示することができ、「戻る
」ボタンを操作することで撮影セッション選択画面に表示を戻すことができ、更に、「決
定」ボタンを操作することで、「憲兵くん」のキャラクタで代表される動作オプションの
選択を行うことができる。
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【００７６】
なお、撮影セッション説明画面には、上記のようなキャラクタについての説明とともに、
或いはこれに代えて、撮影セッションにおいて再生される曲や撮影セッションにおける雰
囲気についての説明、或いは、撮影画像の完成イメージを表示することも可能であり、更
には、文字、図形による表示に加えて、音楽やメッセージを送話口８０から出力するもの
とすることも可能である。
【００７７】
また、図８の撮影セッション選択画面において、画面下の「ランキング」の表示を選択ボ
タンにより操作すると、リスト上のホールド位置に関わりなく、撮影セッションについて
のランキング画面の表示が行われる。
【００７８】
図９（ｂ）は、例えば、過去１ヶ月間において、各撮影セッションの選択状況をランキン
グリスト形式で表示するランキング画面の一例であり、かかる画面に表示される情報は、
サーバ６０から移動体通信網を介したパケット通信により送信されるものであり、かかる
情報は、利用者が行う撮影セッションの選択における参考情報として利用されるものであ
る。
【００７９】
また、図９（ｂ）におけるランキング画面においても、図８の撮影セッション選択画面に
おける操作と同様に、画面下の各表示を操作することにより、オプション説明画面への移
行や動作オプションの選択などを行うことが可能である。
【００８０】
図１０（ａ）、（ｂ）は、動作オプション選択の他の例として、撮影された写真プリント
の印刷レイアウト選択を行うレイアウト選択画面であり、上記した撮影セッションの選択
の場合と同様の態様により、利用者は、携帯電話端末７０を使用してレイアウトの選択を
行うことができる。
【００８１】
即ち、利用者は、サーバ２０に接続することにより表示されるメニュー画面（図７）から
、「レイアウトの選択」を指定することにより、携帯電話端末７０の液晶モニタ７１上に
図１０（ａ）、（ｂ）のような画面を表示させることができ、気に入ったレイアウトが表
示されている画面において「決定」の表示を操作することで、当該レイアウトを特定する
情報、及び利用者情報のサーバ６０への送信が行われる。
【００８２】
そして、図８、図９（ａ）、（ｂ）、或いは、図１０（ａ）、（ｂ）の画面上で「決定」
の表示を操作することで動作オプションの選択が行われたこととなり、ステップＳ２は完
了し、選択された動作オプションを特定する情報がサーバ６０に送信され、またこれと同
時に、携帯電話端末７０が備える発番号通知機能により、携帯電話端末７０が内蔵するメ
モリに記憶された携帯電話番号が、利用者特定情報としてサーバ６０に送信される（ステ
ップＳ３）。
【００８３】
一方、サーバ６０はこれらの情報の受信を受けて、選択情報の処理を行う（ステップＳ４
）。
【００８４】
即ち、選択された動作オプションを特定する情報は、利用者特定情報と関連付けられて利
用者データ記録部６４に記録されると同時に、受信した動作オプション情報と対応付けら
れた占いデータよりなる２次情報が、２次データ記録部６６から抽出される。
【００８５】
抽出された２次情報は、利用者特定情報により特定される携帯電話端末７０に返信され、
携帯電話端末７０の液晶モニタ７１には、例えば図９（ｃ）に示すように、動作オプショ
ンが完了した旨の告知とともに、「占い」を内容とする２次情報画面が表示される。なお
、２次情報画面下部の「終了」、「やり直し」の表示を操作することにより、それぞれ、
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動作オプションの選択手続を完了し、或いはやり直すことが可能である。
【００８６】
また、サーバ６０は、利用者データ記録部６４に蓄積されたデータを基に動作オプション
の選択状況についての統計計算を行い、その結果が統計データ記録部６５に記録される。
統計データ記録部６５のデータは、例えば、図８に示す撮影セッション選択画面において
ランキング情報の表示が求められた場合に携帯電話端末７０に送信される。
【００８７】
続いて、装置情報通信のステップが実行される（ステップＳ５）。
【００８８】
即ち、利用者が、自動写真撮影装置２０が設置されているロケーションにおいて、自動写
真撮影装置２０に必要な利用料金を投入することにより、図１１に示すような初期メニュ
ーが、タッチパネル式モニタ２４上に表示される。
【００８９】
初期メニューの上部には、その自動写真撮影装置２０に割り当てられた、例えば数字列よ
りなる装置情報（マシン番号）が表示されており、利用者は、携帯電話端末７０の液晶モ
ニタ７１に表示させたｉ－モードメニュー（図７）から、「マシン番号の入力」の選択肢
を指定することで図１２に示すマシン番号入力画面を表示させ、当該画面に示される入力
ボックスにマシン番号を入力して（図１１では、マシン番号「３３５１」が入力された例
が示されている）、「送信」の表示を操作することにより、入力されたマシン番号がサー
バ６０に送信されるとともに、携帯電話端末７０が備える発番号通知機能により、携帯電
話端末７０が内蔵するメモリに記憶された携帯電話番号が、利用者特定情報としてサーバ
６０に送信される。
【００９０】
なお、装置情報は、自動写真撮影装置２０からサーバ６０に送信されるものとすることも
可能である。
【００９１】
即ち、携帯電話番号などの入力を、自動写真撮影装置２０が備えるタッチパネル式モニタ
２４、２９、タッチペン２５、３０などの入力装置を用いて行うものとし、入力された情
報が、自動写真撮影装置２０からサーバ６０にＷＡＮネットワークを介して送信されるも
のとすることも可能である。またこの場合には、装置情報は、自動写真撮影装置が備える
ＣＤ－ＲＯＭ３９などのメモリから読み出して直接送信されるものとすることにより、利
用者の利便性を向上させることが可能である。
【００９２】
一方、利用者情報、及び、マシン番号を受信したサーバ６０は、受信した利用者情報に関
連づけられた動作オプション情報を利用者データ記録部６４から抽出し、当該情報を受信
したマシン番号により特定される自動写真撮影装置２０にＷＡＮネットワークを経由して
送信する（ステップＳ６）。
【００９３】
これにより、自動写真撮影装置２０は、受信した撮影セッションや印刷レイアウトなどの
動作オプション情報に従って、直ちに動作を開始することが可能となる（ステップＳ７）
。
【００９４】
即ち、自動写真撮影装置２０は、動作オプション情報の受信に続いて、動作オプション情
報により特定される撮影セッションを自動的に開始し、利用者の写真撮影を実行する。そ
の後、利用者が、タッチパネル式モニタ２４およびタッチペン２５を使用して撮影画像に
対する編集入力を行った後、動作オプション情報により特定される印刷レイアウトに従っ
て、自動的に編集後の撮影画像の印刷が実行される。
【００９５】
以上により、自動写真撮影装置２０を使用することなく、利用者が所有する利用者端末を
用いて撮影セッションなどの動作オプションを選択することが可能となり、選択した動作
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オプションに基づいて自動写真撮影装置を直ちに動作させることが可能となる。
【００９６】
従って、動作オプションの選択を行うために利用者が自動写真撮影装置２０を占有する時
間が削減され、これにより自動写真撮影装置２０の稼働率を向上させることができる。更
に各利用者においても、自動写真撮影装置２０の利用の為の待ち時間が短縮されるという
メリットが享受でき、次の利用者や動作オプション選択のためのタイムリミットに気を使
うことなく、十分な時間を掛けて動作オプションの選択を行うことが可能となり、また、
占いなどの２次情報の提供を受けることで追加的な楽しみを享受することが可能となる。
【００９７】
同時に、利用者は十分な時間を掛けて動作オプションの説明を理解することが可能であり
、魅力的な動作オプションの利用者に対する十分な告知効果を期待することができる。
【００９８】
更に、利用者端末として携帯電話端末７０が採用されているため、動作オプションの選択
は、自宅、学校、外出先、電車などでの移動中など、場所を選ばず、或いは、時間帯を選
ばずに行うことが可能となり、利用者の利便性が飛躍的に高められている。
【００９９】
なお、予め動作オプションの選択を行っていない利用者は、自動写真撮影装置２０を使用
して動作オプションの選択を行いつつ写真撮影を行うことも可能である（ステップＳ８）
。
【０１００】
即ち、利用者は、図１１の初期メニュー画面において画面下部に示される「カメラマン選
択」の表示をタッチペン２５を用いて操作することにより、撮影セッションの選択を行う
ことができ、これにより選択された撮影セッションに従って写真撮影が実行される。
【０１０１】
また、撮影セッションの終了後に、利用者は、タッチパネル式モニタ２９及びタッチペン
３０を使用して印刷レイアウトの選択を行うことが可能であり、これにより選択された印
刷レイアウトに従って撮影画像の印刷が行われる。
【０１０２】
この場合の撮影セッションや印刷レイアウトなどの動作オプションの選択は、上記した携
帯電話端末を利用する選択方法と実質的に同様の方法により実行することが可能である。
即ち、タッチパネル式モニタ２４、２９及びタッチペン２５、３０を使用したメニュー選
択方式により、動作オプションの内容確認や選択を実行することができる。
【０１０３】
但し、装置の稼働時間を一定以下にする必要から、撮影セッションの選択、印刷レイアウ
トの選択にはタイムリミットが設定され、タイムリミット内に必要な選択がなされない場
合には、予め設定された撮影セッション、印刷レイアウトが自動的に選択されて実行され
ることになる。
【０１０４】
図１３は、本発明の他の実施形態に係る自動写真撮影システムの動作を示すフローチャー
トである。
【０１０５】
図１３におけるステップ１１～１４及びステップ１７、１８は、それぞれ、図６における
ステップ１～４、７、８と実質的に同一であるため説明を省略し、本実施形態に特有のス
テップであるステップＳ１５についてのみ説明を行う。
【０１０６】
なお、本実施態様において使用される自動写真撮影装置は、図２、３に示す各構成に備え
てバーコード画像を読み取るためのバーコードリーダを備え、また、サーバ６０のシステ
ム記録部６３には、各動作オプションに対応して、各動作オプションを指定するためのバ
ーコード形式のコード情報が、Ｊ－ＰＥＧ形式などの図形情報として記録されており、更
に自動写真撮影装置２０のＣＤ－ＲＯＭ３９には、当該コード情報と各動作オプションの
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対応関係が記録されている。
【０１０７】
本実施形態におけるステップ１５は、ステップ２～４と実質的に同一の方法により動作オ
プションの選択（ステップＳ１２）、選択情報通信（ステップＳ１３）、選択情報処理（
ステップＳ１４）に続いて、サーバ６０により自動的に実行される。
【０１０８】
即ち、サーバ６０は、ステップ１３において受信した動作オプションに対応付けられたコ
ード情報を抽出し、これをステップ１３において受信した利用者情報により特定される携
帯電話端末７０に送信し、当該携帯電話端末７０の液晶モニタ７１上には、図１４に示す
ようなバーコード画像が表示される。このようにして送信されたバーコード画像は、携帯
電話端末７０が内蔵するメモリにおいて記録保存することが可能である。
【０１０９】
続くステップ１６において、利用者は、自動写真撮影装置２０が設置されているロケーシ
ョンにおいて、利用料金を投入した状態で、携帯電話端末７０の液晶モニタ７１上に保存
されたバーコード画像を表示させ、これを自動写真撮影装置２０のバーコードリーダによ
り読取ることでコード情報の入力が行われる。
【０１１０】
自動写真撮影装置２０は、入力されたコード情報により特定される動作オプションに従っ
て、自動的に写真撮影の実行を開始する（ステップ１７）。
【０１１１】
なお、上記した各実施形態は、あくまで例として記載したものであり、本発明はこれら実
施形態により限定されるものではない。
【０１１２】
即ち、上記した実施形態においては、利用者端末として携帯電話端末７０を使用した例を
説明したが、サーバ６０との間で情報通信を行いうる任意の携帯型情報処理端末を利用者
端末として使用することができる。従って、利用者端末とサーバ間の通信も、パケット通
信に基づくｉ－モードの形態に限定されるものではなく、インターネットなど他の任意の
方式による情報通信により行うことが可能であり、同様に、サーバと自動写真撮影装置の
間の通信も、その通信方式に限定はない。
【０１１３】
また、上記した実施形態においては、動作オプション設定の一例として、撮影セッション
及び印刷レイアウトの選択を行う場合につき説明したが、これらのうちの一方のみ、ある
いは、これら以外の動作オプションを設定するものとすることも可能であり、或いはこれ
に加えて、撮影された画像に対する編集をも利用者端末を使用して行うものとすることが
可能であり、いずれの場合も本発明の効果を奏することが可能である。
【０１１４】
更に、上記した実施形態においては、動作オプションの設定を全て完了した状態で、実際
の撮影を開始する場合につき説明したが、動作オプションの選択の一部または全部を撮影
を行った後に実行するものとすることも可能である。
【０１１５】
例えば、撮影された画像を自動写真撮影装置のハードディスクに所定期間保存するものと
し、或いは、画像をサーバに送信して、サーバにおいて所定期間保存するものとし、後日
、利用者端末を使用して選択した印刷レイアウトなどの動作オプションが利用者情報とと
もに送信された場合には、サーバから当該利用者情報に該当する画像の印刷を行う旨の指
示を自動写真撮影装置に対して行うものとし、或いは、サーバに保存された該当画像を自
動写真撮影装置に送信するとともに印刷の実行を指示するものとすることができる。
【０１１６】
この場合には、利用者端末からサーバに対して動作オプションを送信する際に、印刷を行
うべき自動写真撮影装置（或いはプリントステーション）を指定できるものとすることも
可能であり、或いは、サーバから印刷実行の指示が送信された時点で、その旨を利用者端
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末にも通知するものとすることも可能である。
【０１１７】
また、上記した実施形態においては、装置情報は自動写真撮影装置２０のタッチパネル式
モニタ２４上に表示される初期メニュー中で表示されるものとしたが、プレート等を使用
して、装置筐体２１上の任意の位置に装置情報を表示するものとすることも可能である。
【０１１８】
【発明の効果】
本発明により、自動写真撮影装置が設置されるロケーション以外の任意の場所で自動写真
撮影装置に設定された複数の動作オプションから希望の動作オプションを選択することが
可能となり、これにより、１プレイ当たりの自動写真撮影装置の稼働時間を削減し、装置
の回転率を向上させることができる。
【０１１９】
また、利用者に対しては、自動写真撮影装置を利用するための待ち時間が短縮されるとと
もに、制限時間などに気を使うことなく、十分な時間をかけて動作オプションの選択を行
うことが可能になるというメリットが与えられる。
【０１２０】
更に、利用者に対して各動作オプションの内容の告知を十分に行うことが可能となるため
、魅力的な動作オプションの数を一層増加させることも可能となり、自動写真撮影装置を
一層魅力ある商品とすることが可能なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムの概念説明図。
【図２】本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムに使用される代表的な自動写真
撮影装置の構成を示す斜視説明図。
【図３】本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムに使用される代表的な自動写真
撮影装置のシステム構成図。
【図４】本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムに使用されるサーバのシステム
構成図。
【図５】本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムに使用される代表的な携帯電話
端末の構成を示す斜視説明図。
【図６】本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムの動作を示すフローチャート。
【図７】携帯電話端末に表示されるメニュー画面。
【図８】携帯電話端末に表示される撮影セッション選択画面。
【図９】（ａ）は、携帯電話端末に表示される撮影セッション説明画面であり、（ｂ）は
、携帯電話端末に表示されるランキング画面であり、（ｃ）は、携帯電話端末に表示され
る２次情報画面。
【図１０】（ａ）は、携帯電話端末に表示されるレイアウト選択画面であり、（ｂ）は、
携帯電話端末に表示されるレイアウト選択画面。
【図１１】自動写真撮影装置のタッチパネル式モニタ上に表示される初期メニュー。
【図１２】携帯電話端末に表示されるマシン番号入力画面。
【図１３】本発明の一実施形態に係る自動写真撮影システムの動作を示すフローチャート
。
【図１４】携帯電話端末に表示されるコード情報表示画面。
【符号の説明】
１　自動写真撮影システム
２　ネットワーク
３　移動体通信網
２０　サーバ
２０　自動写真撮影装置
２１　装置筐体
２１　筐体
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２２　ＣＣＤカメラ
２３　液晶ディスプレイ
２４、２９　タッチパネル式モニタ
２５、３０タッチペン
２６　照明装置
２７　スピーカ
２８　コイン投入口
３１　写真シール排出口
３２　制御装置
３３　バス
３７　インターフェース
３８　ハードディスク
３９　ＣＤ－ＲＯＭドライブ
４０　カメラ駆動装置
４１　照明制御装置
４２　音響制御装置
４３　コイン処理部
４４　プリンタ
６０　サーバ
６１　情報処理部
６２　通信ポート
６３　システム記録部
６４　利用者データ記録部
６５　統計データ記録部
６６　２次データ記録部
７０　携帯電話端末
７１　液晶モニタ
７２　スクロールボタン
７３　選択ボタン
７４　クリアボタン
７５、７６　機能設定ボタン
７７　通信開始ボタン
７８　切断ボタン
７９　英数文字入力ボタン
８０　受話口
８１　送話口
８２　送信アンテナ
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